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蒲郡市尐人数学級編制の実施に係る市費負担教員の任用、給与等に関する条

例 

 

（趣旨） 

第１条 この条例は、蒲郡市立の小学校及び中学校において尐人数学級編制（公立

義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律（昭和３３年法律

第１１６号）第３条第２項の規定に基づき、愛知県教育委員会が定めた１学級の

児童又は生徒の数の基準を下回る数で学級を編制することをいう。）を実施するた

めに、地方公共団体の一般職の任期付職員の採用に関する法律（平成１４年法律

第４８号）第３条第２項第１号及び第７条第１項並びに地方公務員法（昭和２５

年法律第２６１号）第２４条第６項の規定に基づき、任期を定めて任用される教

員（以下「市費負担教員」という。）の任用、給与等に関し必要な事項を定めるも

のとする。 

（任用） 

第２条 市費負担教員の任用は、蒲郡市教育委員会（以下「教育委員会」という。）

が行う。 

２ 市費負担教員の任用は、選考によるものとし、その選考は教育長が行う。 

（任用期間） 

第３条 市費負担教員の任用期間は、１年以内とする。 

２ 教育委員会は、前項に規定する任期を採用した日から５年を超えない範囲内に

おいて、その任期を更新することができる。 

（給与の種類） 

第４条 市費負担教員に支給する給与の種類は、給料、扶養手当、地域手当、住居

手当、通勤手当、特殊勤務手当、期末手当、勤勉手当及び義務教育等教員特別手

当とする。 

（給料） 

第５条 市費負担教員に、蒲郡市職員の勤務時間、休暇等に関する条例（平成７年

蒲郡市条例第３号）第８条第１項に規定する正規の勤務時間（以下「正規の勤務

時間」という。）による勤務に対する報酬として、別表に定める給料を支給する。 

２ 市費負担教員の職務の級は、教育委員会が規則で定める基準により決定する。 

３ 新たに市費負担教員となった者の号給は、教育委員会が規則で定める初任給の



基準に従い決定する。 

４ 給料の支給日その他給料の支給に関しては、蒲郡市職員の給与に関する条例（昭

和３６年蒲郡市条例第１０号。以下「給与条例」という。）第７条及び第８条の規

定によるものとする。 

（扶養手当） 

第６条 扶養手当は、給与条例第１２条及び第１３条の規定により支給する。 

（地域手当） 

第７条 民間の賃金水準を基礎とし、物価等を考慮して、市費負担教員に地域手当

を支給する。 

２ 地域手当の月額は、給料及び扶養手当の月額の合計額に１００分の６．５を乗

じて得た額とする。 

（住居手当） 

第８条 住居手当は、給与条例第１４条の２の規定により支給する。 

（通勤手当） 

第９条 通勤手当は、給与条例第１５条の規定により支給する。 

（特殊勤務手当） 

第１０条 市費負担教員が、心身に著しい負担を与える業務として教育委員会が規

則で定める業務に従事した場合は、特殊勤務手当として教員特殊業務手当を支給

する。 

２ 教員特殊業務手当の額は、教育委員会が規則で定める。 

（期末手当） 

第１１条 期末手当は、給与条例第２０条第１項、第２項、第４項及び第６項の規

定を準用して支給する。 

（勤勉手当） 

第１２条 勤勉手当は、給与条例第２１条の規定を準用して支給する。 

（期末手当等の支給制限等） 

第１３条 期末手当及び勤勉手当の支給の制限及び一時差し止めについては、給与

条例第２０条の２及び第２０条の３の規定を準用する。 

（義務教育等教員特別手当） 

第１４条 市費負担教員に、義務教育等教員特別手当を支給する。 

２ 義務教育等教員特別手当の月額は、８，０００円を超えない範囲内で、職務の



級及び号給の別に応じて、教育委員会が規則で定める。 

（教職調整額） 

第１５条 公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置法（昭和

４６年法律第７７号）第３条第１項の規定により、市費負担教員にその者の給料

の月額の１００分の４に相当する額の教職調整額を支給する。 

２ 教職調整額の支給を受ける者に係る次に掲げる規定の適用については、教職調

整額は給料とみなす。 

⑴ 第７条に規定する地域手当に関する規定 

⑵ 第１１条において準用する給与条例第２０条第４項の期末手当基礎額及び第

１２条において準用する給与条例第２１条第３項の勤勉手当基礎額に関する規

定 

⑶ 次条において準用する給与条例第２４条の規定 

⑷ 第１７条において準用する給与条例第２７条の規定 

（給与の減額） 

第１６条 市費負担教員が正規の勤務時間中に勤務しない場合の給与の減額につい

ては、給与条例第２４条の規定を準用する。 

（休職者の給与） 

第１７条 休職者の給与の支給については、給与条例第２７条の規定を準用する。 

（正規の勤務時間を超える勤務等） 

第１８条 市費負担教員については、正規の勤務時間の割振りを適正に行い、原則

として時間外勤務は、命じないものとする。 

２ 市費負担教員に対し時間外勤務を命ずる場合は、次に掲げる業務に従事する場

合で臨時又は緊急にやむを得ない必要があるときに限るものとする。 

⑴ 校外実習その他生徒の実習に関する業務 

⑵ 修学旅行その他学校の行事に関する業務 

⑶ 職員会議に関する業務 

⑷ 非常災害の場合、児童又は生徒の指導に関し緊急の措置を必要とする場合そ

の他やむを得ない場合に必要な業務 

（委任） 

第１９条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、教

育委員会が定める。 



附 則 

（施行期日） 

１ この条例は、平成２５年７月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ この条例の施行の際、現に尐人数学級編制を実施するために臨時的に任用され

ている者（以下「市費負担臨時教員」という。）については、平成２５年４月１日

にこの条例の規定により任用された者とみなす。 

３ この条例の施行前に市費負担臨時教員に関して教育委員会が定めた要綱の規定

により、この条例の施行日の前日までの勤務について支給された市費負担臨時教

員の給与の性格を有する一切の給付は、この条例の規定により支給した給与とみ

なす。 

（給料、期末手当及び勤勉手当の額の特例） 

４ 市費負担教員の給料の月額は、平成２５年７月１日から平成２６年３月３１日

までの間（以下「特例期間」という。）においては、第５条の規定にかかわらず、

同条の規定により定められる額から当該額に１００分の３を乗じて得た額（その

額に１円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額）を減じた額とする。

ただし、次に掲げるものの算出の基礎となる給料月額は、第５条の規定により定

められる額とする。 

⑴ 手当の額（第１６条の規定により減額すべき給与額の算出の基礎となる地域

手当の月額を含む。） 

⑵ 第１５条に規定する教職調整額（手当の額の算出の基礎となるものに限る。） 

５ 市費負担教員の期末手当及び勤勉手当の額は、特例期間に支給する場合におい

ては、第１１条及び第１２条の規定にかかわらず、これらの規定により支給する

こととされるそれぞれの額から当該額に１００分の１．５を乗じて得た額（その

額に１円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額）をそれぞれ減じた額

とする。 



別表(第５条関係） 

市費負担教員給料表 

職務 

の級 
１ 級 ２ 級 

号給 給料月額 給料月額 

 

１ 

円 

１５１，６００ 

円 

１６７，５００ 

２ １５３，２００ １６９，７００ 

３ １５４，７００ １７１，８００ 

４ １５６，２００ １７４，１００ 

   
５ １５７，９００ １７６，１００ 

６ １５９，８００ １７８，３００ 

７ １６１，６００ １８０，６００ 

８ １６３，５００ １８２，８００ 

   
９ １６５，３００ １８５，２００ 

１０ １６７，４００ １８８，０００ 

１１ １６９，５００ １９０，８００ 

１２ １７１，５００ １９３，５００ 

   
１３ １７３，５００ １９６，５００ 

１４ １７５，８００ １９８，２００ 

１５ １７８，０００ １９９，９００ 

１６ １８０，３００ ２０１，７００ 

   
１７ １８２，６００ ２０３，５００ 

１８ １８５，３００ ２０５，２００ 

１９ １８７，８００ ２０７，０００ 

２０ １９０，４００ ２０８，７００ 

   
２１ １９２，９００ ２１０，５００ 

２２ １９４，６００ ２１２，５００ 

２３ １９６，４００ ２１４，４００ 

２４ １９８，１００ ２１６，４００ 

   



２５ １９９，６００ ２１８，１００ 

２６ ２０１，３００ ２２０，１００ 

２７ ２０２，９００ ２２２，２００ 

２８ ２０４，５００ ２２４，２００ 

   
２９ ２０６，３００ ２２６，１００ 

３０ ２０８，０００ ２２８，９００ 

３１ ２０９，７００ ２３１，６００ 

３２ ２１１，５００ ２３４，４００ 

   
３３ ２１３，０００ ２３７，２００ 

３４ ２１４，７００ ２４０，２００ 

３５ ２１６，５００ ２４３，２００ 

３６ ２１８，２００ ２４６，１００ 

   
３７ ２１９，８００ ２４９，０００ 

３８ ２２１，５００ ２５１，８００ 

３９ ２２３，３００ ２５４，７００ 

４０ ２２５，０００ ２５７，５００ 

   
４１ ２２６，８００ ２６０，４００ 

４２ ２２８，７００ ２６３，０００ 

４３ ２３０，５００ ２６５，７００ 

４４ ２３２，４００ ２６８，３００ 

   
４５ ２３４，３００ ２７０，８００ 

４６ ２３６，０００ ２７３，４００ 

４７ ２３７，８００ ２７６，０００ 

４８ ２３９，５００ ２７８，５００ 

   
４９ ２４１，２００ ２８１，１００ 

５０ ２４２，９００ ２８３，７００ 

５１ ２４４，７００ ２８６，４００ 

５２ ２４６，４００ ２８９，０００ 

   
５３ ２４７，７００ ２９１，６００ 



５４ ２４９，５００ ２９４，２００ 

５５ ２５１，１００ ２９６，８００ 

５６ ２５２，８００ ２９９，３００ 

   
５７ ２５４，４００ ３０１，６００ 

５８ ２５５，９００ ３０４，４００ 

５９ ２５７，４００ ３０７，２００ 

６０ ２５８，９００ ３０９，９００ 

   
６１ ２６０，６００ ３１２，４００ 

６２ ２６２，１００ ３１５，０００ 

６３ ２６３，６００ ３１７，５００ 

６４ ２６５，１００ ３２０，１００ 

   
６５ ２６６，４００ ３２２，５００ 

６６ ２６８，０００ ３２４，８００ 

６７ ２６９，６００ ３２７，０００ 

６８ ２７１，２００ ３２９，３００ 

   
６９ ２７２，９００ ３３１，６００ 

７０ ２７４，４００ ３３３，９００ 

７１ ２７６，０００ ３３６，１００ 

７２ ２７７，５００ ３３８，２００ 

   
７３ ２７８，８００ ３４０，５００ 

７４ ２８０，１００ ３４２，７００ 

７５ ２８１，５００ ３４５，０００ 

７６ ２８２，８００ ３４７，２００ 

   
７７ ２８４，２００ ３４９，２００ 

７８ ２８５，４００ ３５１，２００ 

７９ ２８６，７００ ３５３，１００ 

８０ ２８７，９００ ３５５，０００ 

   
８１ ２８９，２００ ３５６，９００ 

８２ ２９０，４００ ３５８，７００ 



８３ ２９１，７００ ３６０，６００ 

８４ ２９２，９００ ３６２，４００ 

   
８５ ２９４，０００ ３６３，９００ 

８６ ２９５，０００ ３６５，６００ 

８７ ２９６，０００ ３６７，４００ 

８８ ２９７，１００ ３６９，０００ 

   
８９ ２９８，２００ ３７０，７００ 

９０ ２９９，１００ ３７２，１００ 

９１ ３００，０００ ３７３，５００ 

９２ ３００，９００ ３７４，９００ 

   
９３ ３０１，４００ ３７６，４００ 

９４ ３０２，３００ ３７７，８００ 

９５ ３０３，１００ ３７９，１００ 

９６ ３０３，９００ ３８０，４００ 

   
９７ ３０４，８００ ３８１，４００ 

９８ ３０５，６００ ３８２，５００ 

９９ ３０６，４００ ３８３，５００ 

１００ ３０７，３００ ３８４，５００ 

   
１０１ ３０８，２００ ３８５，６００ 

１０２ ３０８，７００ ３８６，６００ 

１０３ ３０９，２００ ３８７，７００ 

１０４ ３０９，７００ ３８８，７００ 

   
１０５ ３０９，９００ ３８９，６００ 

１０６ ３１０，３００ ３９０，５００ 

１０７ ３１０，６００ ３９１，４００ 

１０８ ３１０，９００ ３９２，４００ 

   
１０９ ３１１，１００ ３９３，４００ 

１１０ ３１１，４００ ３９４，４００ 



１１１ ３１１，７００ ３９５，４００ 

１１２ ３１２，０００ ３９６，４００ 

   
１１３ ３１２，２００ ３９７，０００ 

１１４ ３１２，４００ ３９８，０００ 

１１５ ３１２，７００ ３９８，９００ 

１１６ ３１３，０００ ３９９，８００ 

   
１１７ ３１３，３００ ４００，７００ 

１１８ ３１３，６００ ４０１，５００ 

１１９ ３１３，９００ ４０２，３００ 

１２０ ３１４，２００ ４０３，１００ 

   
１２１ ３１４，３００ ４０３，９００ 

１２２ ３１４，６００ ４０４，７００ 

１２３ ３１４，９００ ４０５，５００ 

１２４ ３１５，２００ ４０６，３００ 

   
１２５ ３１５，４００ ４０７，０００ 

 

 


